
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

保健福祉部 保険年金課 給付係

国民健康保険法施行令第２７条の２第３項の規定の適用

国民健康保険法施行令

第２７条の２第３項

（電話 ６２１－５１５９）

≪70歳以上の被保険者の一部負担金割合≫
○国民健康保険法 第４２条第１項第３、４号
(3) ７０歳に達する日の属する月の翌月以降である場合（次号に掲げ
 る場合を除く。） １０分の２
(4) ７０歳に達する日の属する月の翌月以降に、７０歳以上７５歳未
 満の被保険者に係る政令で定めるところにより算定した所得の額が、
 政令で定める額以上であるとき １０分の３

≪政令で定める額≫ 国民健康保険法施行令 第２７条の２第２項
法第４２条第１項第４号の政令で定める額は、１４５万円とする。

≪対象者≫ 国民健康保険法施行令 第２７条の２第３項
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用し
ない。
同一世帯の７０歳以上７５歳未満の国保被保険者の所得の額が１４５
万円以上で、
①該当年齢の国保被保険者が１人で収入の額が３８３万円未満
②該当年齢の国保被保険者が２人以上で、合計した収入の額が５２０
  万円未満
③国保被保険者が１人で、後期高齢者医療制度への移行で国保を抜け
た旧国保被保険者と２人分の収入の額が５２０万円未満
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≪収入の額≫ 国民健康保険法施行規則 第２４条の２
令第２７条の２第３項第１号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の
定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の
属する年の前年（当該療養の給付を受ける日の属する月が１月から７月
までの場合にあっては、前々年）における所得税法第３６条第１項に規
定する各種所得の金額（退職所得の金額（同法第３０条第２項に規定す
る退職所得の金額をいう。）を除く。）の計算上収入金額とすべき金額
及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

≪令第２７条の２第３項の規定の適用の申請≫
○国民健康保険法施行規則 第２４条の３
令第２７条の２第３項の規定の適用を受けようとする被保険者の属す
る世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出し
なければならない。
 (1) 世帯主又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
 (2) 令第２７条の２第３項各号に規定する者について前条の規定によ

り算定した収入の額
 (3) 被保険者証の記号番号
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